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 公益財団法人 下田市振興公社 役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程  

 

 （目的） 

第１条 この規程は、公益財団法人下田市振興公社（「公社」という。）定款第１３条及び

第２７条の規定に基づき､この法人の役員及び評議員の報酬等の支給基準について定め

ることを目的とする。 

 （報酬等の区分） 

第２条 役員等の報酬は、役員のうち、理事長及び常務理事にあっては月額報酬とし、そ

の他の役員等については日額報酬とする。 

(1) 役員とは、定款第２１条に定める理事及び監事をいう。 

(2) 役員等とは、役員及び評議員をいう。 

 （報酬等の支給） 

第３条 公社は、役員等の職務遂行の対価として報酬を支給する。 

２ 報酬額は月額又は日額とし、別表の区分に応じて支給する。 

３ 前項に定める日額は、評議員並びに理事長及び常務理事以外の役員が評議員会又は理

事会等の会議に出席したとき、及び監事が監事の職務に従事したとき（以下「従事」と

いう。）、１日につき別表の報酬の額欄の金額を支給する。 

４ 月の途中に新たに就任した理事長及び常務理事には､日割り計算により､その日から月

額報酬を支給する。 

５ 月の途中に理事長及び常務理事が退職し、又は解任された場合には､日割り計算により､

その日までの月額報酬を支給する。 

６ 月額報酬の額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り上げる。 

７ 一時金（賞与）及び退職手当は支給しない。 

８ 理事に対する、各年度における理事全員の報酬の総額は１，８００，０００円を超え

ないものとする。 

９ 監事に対する、各年度における監事全員の報酬の総額は１００，０００円を超えない

ものとする。 

 （報酬等の支払日及び支払方法） 

第４条 役員等の報酬は、全額を通貨で、直接役員等に支払うものとし、従事した日の属

する翌月の末日までに支払うものとする。ただし、法令に基づき役員等の報酬から控除

すべき金額がある場合には、その役員に支払うべき報酬の金額から、その金額を控除し

たものとする。 

２ 役員等の報酬について、役員等から申し出があった場合においては、口座振替の方法

により支払うものとする。 

 （費用弁償） 

第５条 役員等がその職務遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあった

日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うも

のとする。 

２ 評議員並びに理事長及び常務理事以外の役員が評議員会又は理事会等の会議に出席し

たとき、及び監事が監事の職務に従事したときは、下田市振興公社職員の給料表等の取

扱基準（基準第６号）に準じ、職員通勤手当の額と同額を支給する。 

３ 理事長及び常務理事が職務のため出勤したときは、下田市振興公社職員の給料表等の

取扱基準（基準第６号）に準じ、職員通勤手当の額と同額を支給する。 
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４ 役員等が職務のため出張したときは、下田市振興公社職員旅費支給規程(平成５年公社

規程第３号)に準じ、下田市職員の旅費に関する条例における特別職に支給する旅費に相

当する額を支給する。 

 （公表） 

第６条 この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第２０

条第１項に定める報酬等の支給の基準を公表する。 

 （改正） 

第７条 この規程の改正は、評議員会の決議により行うものとする。 

 （補則） 

第８条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定める

ものとする。 

 

 附 則 

この規程は、公益財団法人下田市振興公社の設立の登記の日から施行する。 

 附 則 

この規程は、平成２４年１０月１日から施行する。 

 附 則 

この規程は、平成２４年１２月７日から施行し、平成２４年１０月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。（第 2条、第 3条関係及び別表の改正） 

附 則 

この規程は、平成２７年６月１２日から施行する。ただし、第３条第３項及び第５条第２

項から第４項の改正規定は、平成２４年１０月１日から適用する。（第 3条及び第 5条関係

の改正） 

 

 

 

別表（第３条関係） 

区    分 報 酬 の 額 

 
役 員 

理 事 長 月額 ３０，０００円以内 

常務理事 月額 ９０，０００円以内 

その他の役員 
日額  ６，０００円 

半日  ４，０００円 

評 議 員 

 

日額  ６，０００円 

半日  ４，０００円 

 

備考 半日とは、当該職務に従事する日における午後零時を基準として、その前又は後

において、当該職務の従事を開始した時刻から当該職務の従事を終了した時刻ま

での時間が、休憩時間を含め通算して３時間を超えない単位の時間（以下「単位

時間」という。）をいう。この場合において、当該職務に従事するために要する通

勤等に係る旅行時間は、単位時間から除くものとする。 


